
重要事項言兒明書唯宅用建物貸借 

令 和 O 年 〇 月 〇 日 

O O O 〇 〇 機 

下 記 の 不 動 産 に つ い て 、 宅 地 建 物 取 引 業 法 箋 ③⑤ 条 ・ 同 法 箋 ③⑤ 条 の ② の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 説 明 し ま す 。 こ の 内 容 は 重 要 
で す か ら 、 十 分 理 解 さ れ る よ う お 願 い し ま す 。 
本 書 面 に は 、 説 明 内 容 を あ ら か じ め 印 刷 し た 事 項 が あ り ま す が 、 そ の う ち 説 明 文 の 頭 の 口 欄 に 印 を つ け た 記 載 内 容 が 下 記 不 
動 産 に つ い て 該 当 す る 説 明 で す 。 印 の な い 口 楊 、 又 は 線 で 拒 浦 し た 説 明 等 は 、 関 係 な い こ と を 示 し ま す 。 

A B 

主 た る 事 務 所 東 京 都 多 摩 市 ー ノ 宮 ③ 一 ⑤ 一 ②④ 主 た る 事 務 所 
所 杏 地 桟 ケ 丘 パ ー ル ハ イ ツ ② 階 所 杏 地 

TEL 0④②-③⑦⑥ 一 ④③④① TEL 

= | 商 号 又 は 名 種 株 式 会 社 キ ャ ン パ ス 口 号 又 は 名 称 
地 
2 | 衣 老 の 医 村 野 圧 ①0 | 代 表 者 の 民 名 団 
取 
3| 
条 
者 

兄 設 証 番 号 | 東 京 都 知 事 ( ⑨ ) 第 51718 号 | 免 許 証 番 号 ( ) 箔 2 

免 許 年 月 日 | 令 和 ③ 年 ①0 月 10 B 兄 訴 年 月 目 | 平 成 年 A A 

5| 比 向 村 野 圧 ®| =& ® 
7 
Tl emmn | 東 京 ) 第 ⑮⑧⑥⑦⑥ s | 登 鋼 番 号 | 箔 2 
る 
宇 g 間 
送 浩 株 式 会 社 キ ャ ン パ ス 栄 栄 進 ま す る 
建 

物 = - 3 東 京 都 多 摩 市 ー ノ 宮 ③ 一 ⑤ 一 ②④ ー 習 事 痕 所 所 夙 地 桜 ケ 丘 パ ー ル ハ イ ツ ② 階 事 務 所 所 夙 地 

因 TEL 0④②-③⑦⑥ 一 ④③④① TEL 

浩 楊 今 

宇 地 建 物 取 引 業 保 証 協 会 の 名 称 及 び 所 在 地 
借 | 人 荒 社 団 法 人 全 国 宇 地 建 物 取 引 業 保 証 協 会 
所 | 東 京 都 子 代 田 区 岩 本 町 ② 丁 目 ⑥ 番 ③ 口 
等 | 原 属 地 方 本 部 の 名 称 及 び 所 在 地 
B | 江 人 益 社 団 法 人 全 国 宇 地 建 物 取 引 業 保 証 卓 会 
す 
る 5 
昌 

東 京 都 子 代 田 区 九 段 雨 ① 丁 目 ① 番 ⑮ 号 
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貸 主 の 表 示 
住 所 東 京 都 青 梅 市 塩 船 ⑧ 番 地 

貸 主 の 住 所 ・ 民 名 [ga 株 式 会 社 野 崎 工 務 店 

TEL 0④②⑧-②④③⑥①② 

建 物 の 表 示 

& 称 | ハ ビ ネ ス 東 中 野 O 階 OOO 号 室 

( 住 居 表 示 東 京 都 八 王 子 市 東 中 野 ①③⑧0 一 ⑤ 

( 登 記 簡 東 京 都 八 王 子 市 東 中 野 ①③⑧0 一 ⑤ 

鉄 隕 コ ン ク リ ー ト 造 / 陸 屋 根 

単 身 者 用 マ ン シ ョ ン 

/3階建/全 ③ 戸 

月 新 築 年 月 | 暇 和 ⑤⑤ 年 ⑦ 

⑳00 nf 

( 他 バ ル コ ニ ー 
床 面 積 

②⑦⑧ nD 

浄 室 ⑥ 帖 

I 寸象となる建物[ 
① 

直 接 関 係 す る 事 項 
録に記録された事項等 ( 令 和 O 年 O 月 O 目 現 在 ) 口 詞 は 初 清 の 登 記 事 記 功 等 る 相 。 

〒①⑨⑧-00①① 東 京 都 青 梅 市 塩 賓 ⑧⑧ 番 地 

株 式 会 社 野 崎 工 務 店 

( 
研
 田
 )

 
哉 

堡 
蕩 

( 口 有 ・ M 無 ) 

口 差 拝 登 記 

口 伝義 挿 

口 仮 処 分 

口 所 有 権 移 転 仮 登 記 

口 ( ) 

( 
四
 口
 )

 
s
 

本 物 件 に は 、 既 に 抵 当 権 が 設 定 さ れ て い ま す の で 、 そ の 抵 当 権 が 実 
行 さ れ 、 競 売 に よ っ て 買 受 人 か ら 明 渋 し 求 め ら れ 
期 間 内 に 明 渡 き さ な け れ ば な り ま せ ん 。 尚 、 こ の 場 合 
預 入 れ た 敷 金 ( 保 証 金 ) に つ い て の 清 算 ( 泌 選 ) を 買 
と は 出 来 ま せ ん 。 ま た 、 買 受 人 よ り 明 渋 し を 求 め ら れ な い 場 合 
も 、 賓 受 人 よ り 新 た に 賃 貪 俗 契 約 の 締 結 を 求 め ら れ 、 新 た に 敷 金 の 預 
託 を 求 め ら れ る こ と が あ り ま す 。 

切 抵 当 権 

口 根 抵 当 権 

口 賃 信 権 

口 〈 

登 記 名 義 人 と 貸 主 が 仁 同 じ ・ 口 異 な る 一 理 由 : 口 転 貰 倍 ・ 口 栄 絡 O 

⑤ 
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② _ 法 令 に 基 づ く 制 限 の 概 要 
口 新 低 安 市 街 地 開 発 法 ③② 条 ① 項 の 初 限 

沼 失 向 O 新 都 市 基 盤 整 備 汰 ⑥① 条 ① 項 の 制 限 

制 限 : 無 口 流 通 業 務 市 街 地 の 整 備 に 関 す る 法 律 ③⑧ 条 ① 項 の 初 限 

剣 限 の 内 家 

制 限 の 確 認 が 必 要 に な り ま す 。 

③ _ 当 該 建 物 が 造 成 宅 地 防 災 区 域 内 か 否 か 

※ 住 宅 、 そ の 他 用 迷 に よ っ て 別 に 法 令 の 制 限 を 受 け る こ と が あ り ま す 。 そ の 場 合 は 、 具 体 的 な 利 用 計 画 に つ い て そ の 他 の 法 令 の 

宅 地 造 成 等 規 制 法 | 造 成 宅 地 防 災 区 域 : 口 外 ・ 仁 内 つ 説 明 

④ _ 当 該 建 物 が 土 砂 炎 害 警 戒 区 域 内 か 否 か 
土 砂 灰 害 防 止 ① レ w . . ー っ a 口 栄 進 遣 法 | 一 形 為 害 警 戒 区 域 : 仁 外 ・ 口 内 ー 説 明 

⑤ _ 当 該 建 物 が 津 波 災 害 警 戒 区 域 内 か 否 か 

A 蕾讐萱脅夏蓼丿 津 波 災 害 警 戒 区 域 : 史 外 ・ 口 内 ー 説 明 ・ 口 未 指 定 

当該建物の所在地 
⑥ 水 防 法 施 行 規 則 の 規 定 に よ り 市 町 村 の 長 が 提 供 す る 図 面 ( 水 害 ハ ザ ー ド マ ッ プ ) に お け る 

雨 水 出 水 ( 内 水 ) 口 有 図 面 名 称 : 
高 口 有 図 面 名 称 : 

漬 水 り 有 図 面 名 称 : 八 王 子 市 市 街 A サ す - ト マ り 無 昭会先 八 王 子 市 市 役 ) 

U 該 当 す る 図 面 ( ハ ザ ー ド 
水 宮 ハ ゲ ー ド マ ッ プ に | な あ 、 水 害 ハ ゲ ー ド マ ッ プ ! 
お け る 建 物 の 所 在 地 

プ ) にぁーナる当該建物の所在地についてぼ剃添のとぁりです。 
載 さ れ て い る 内 容 に つ い て は 今 後 変 更 さ れ る 場 合 が あ り ま す 。 

備 考 

⑦ _ 建 物 建 築 の エ 事 完 了 時 に お け る 形 状 ・ 構 造 等 ( 未 完 成 物 件 の と き ) 
本 物 件 は 未 完 成 物 件 に _ 口 該 当 し ま す 。(※ 資 料 に て 完 成 時 の 形 状 を 説 明 し ま す 。) ¥ 該 当 し ま せ ん 。 

⑧ _ 建 物 に つ い て の 石 綿 使 用 調 査 結 果 の 記 録 に 関 す る 事 項 
石 綿 佳 用 調 査 結 果 = P の記録の有逞 石 綿 佳 用 諷 査 の 内 容 

ロ 無 【 煌 会 先 】 ※ 所 有 者 に 当 該 調 査 の 記 録 の 有 無 を 烏 会 し 、 必 要 に 応 じ て 管 理 業 者 、 管 理 組 合 及 び 施 エ 
会 社 に も 問 い 合 わ せ て お り ま す 。 

0O 一 明 ロ 所 有 者 
口 管 理 業 者 ( ) O 管 理 組 合 ( 区 分 所 有 建 物 の 場 合 

口 有 口 施 工 会 社 ( ) 

【石綿使用 査 結 果 の 内 容 は 以 下 の と お り で す 】 
` (38 年 月 日 ) 

` 謀 査 の 箱 囲 

` 石 綿 価 用 の 有 無 口 有 口 無 
( 石 綿 の 価 用 が 有 る 場 合 

` 石 綿 が 価 用 さ れ て い る 箇 所 

備 禾 
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⑨ _ 建 物 の 耐 震 診 断 に 関 す る 事 項 
耐 震 診 断 の 有 無 耐 震 診 断 の 内 容 

仁 無 【 煌 会 先 】 ※ 所 有 者 に 当 該 耐 震 診 断 の 記 録 の 有 無 を 照 会 し 、 必 要 に 応 じ て 管 理 業 者 及 び 管 理 組 合 に 
も 問 い 合 わ せ て お り ま す 。 

ロ 所 有 者 
ロ 管 理 業 相 ( 幅 ビ ー ラ ウ ン ド 新 井 0④②-⑥⑦0-⑧⑥⑦⑦ ) _ 口 管 理 組 合 ( 区 分 所 有 建 物 の 場 合 ) 

口 有 【 建 物 の 耐 震 診 断 の 結 果 に つ い て 以 下 の 書 猪 を 別 添 し ま す 】 
口 地 方 税 法 ・ 秤 税 特 別 措 置 法 に 定 め る ` 耐 震 基 準 適 合 証 明 書 」 の 写 し 

口 住 宅 の 晃 賦 確 保 の 促 進 等 に 関 す る 法 律 笠 ⑤ 条 第 ① 項 に 規 定 す る ` 住 宅 性 能 評 価 書 」 の 写 し 
( 倉 む 平 成 ①③ 年 国 土 京 通 省 告 示 第 ①③④⑥ 号 別 表 ②① の ⑪ 耐 震 等 絡に 係 る 評 価 を 受 け た も の ) 

口 指 定 確 認 検 査 機 関 、 建 築 士 、 登 録 住 宅 性 能 評 価 機 関 、 地 方 公 共 団 体 が 作 成 し た 耐 震 診 断 結 果 
の 写 し 

認 通 知 書 確 認 済 証 ) 又 は 検 査 済 証 
説 明 し ま す 。 

建 築 確 認 通 知 書 ( 確 認 済 証 ) 又 は 検 査 済 証 が な い 場 合 に は 以 下 の と お り と な り ま す 。 _ { 
・ 居 住 の 用 に 供 さ れ る 建 物 ( 区 分 所 有 建 物 を 除 の 場 合 は 、 建 物 登 記 簿 の 表 題 部 の 建 築 年 月 日 又 は 家 屋 課 税 ( 補 充 ) 合 帳 記 
載 の 建 築 年 月 日 が 昭 和 ⑤⑥ 年 ⑫ 月 ③① 日 以 前 で あ る 場 合 に 説 明 し ま す 。 

・ 事 業 の 用 に 供 す る 建 物 の 場 合 若 し く は 区 分 所 有 建 物 の 場 合 は 、 建 物 登 記 簿 の 表 題 部 の 建 築 年 月 日 又 は 家 屋 課 税 ( 補 充 
合 帳 記 載 の 建 築 年 月 日 が 昭 和 ⑤⑧ 年 月 ③① 日 以 前 で あ る 場 合 に 説 明 し ま す 。 

記 載 さ れ た 建 築 確 認 通 知 書 の 交 付 年 月 日 が 昭 和 ⑤⑥ 年 月 ③① 日 以 

調 査 の 結 果 の 概 要 ( 既 存 の 住 宅 の と き ) ①0 建 物 状 
療 ` 建 物 状 況 調 査 の 説 ⑨ 煌 鋼 物 状 況 調 査 の 実 施 呂 稟 ( 別 叢 | 建 物 災 況 調 査 の 結 果 の 概 要 ( 重 要 事 項 説 明 用 )」 参 照 

の 有 無 2 
( 年 代 内 に 呪 施 し て 【 煌 会 先 】 

い る 場 合 ※) | 仁 所 有 者 
7 管 理 業 相 ( 希 ピ ー ラ ウ ン ド 新 井 0④②-⑥⑦0-⑧⑥⑦⑦ _ ) 口 管 理 組 合 ( 区 分 所 有 鋒 物 の 場 合 

備 禾 

X 既 存 住 宇 状 況 調 査 技 術 肴 が 実 施 し た 建 物 状 況 調 査 で 、① 年 以 内 に 実 施 し た も の が あ る 場 合 、 説 明 し ま す 。 

⑪ 飲 用 水 ・ 電 気 ・ ガ ス の 供 給 施 設 及 び 排 水 施 設 の 整 備 状 況 

① | 飲 用 水 | 会 営 /「メ一夕一] ロ 専 用 口 子 口 割 当 口 

@ 小 売 電 気 事 業 者 : 東 京 電 カ 

@ 電 = ( 住 所 ) ( 電 誉 

` 宮 量 ① ⑳ ア ン ペ ア ` メ ー タ ー] 切 専 用 口 子 口 劉 当 O 

口 ガ ス 会 社 : 

@ ガ ス ( 住 所 ) ( 電 誉 

プ ロ バ パ ン ( 集 中 /帆一タ一ー ロ 専 用 口 子 口 割 当 口 

@ 排 水 | 会 共 下 水 

オ ー ル 電 化 の 為 、 ガ ス 設 備 は 有 り ま せ ん 。 
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[③
 建 物 の 設 備 の 敦 備 の 状 況 ( 完 成 物 件 の と ぎ ) 

① 合 所 有 ( 専 用 

@ ト イ レ 専 用 / 水 洗 /「ュニットバスの場合ー 浴 室 と 一 綱 

@ 津 有 /専用(ュニットバス) 

@| シ ャ ワ ー 有 / ` 設 置 場 所 | 洗 面 所 

®| 洗 面 所 有 /「ュニットバスの場合ー 浴 室 と ー 績 

® 給 湯 有 ( 使 用 可 ) /「設置場戸刑 合 所 * 浴 城 * 活 面 所 / 電 気 侍 用 

⑦| コ ン ロ 有(使用可)/ 電 気 

⑧ | エ ア コ ン 有 /冷暖房 ① 代 ( 価 用 可 )/冷房 合 ( 価 用 )/暖房 向 ( 価 用 ) 

⑨ | 蹄 明 喪 典 有 /〔曰 合 所 仁 廃 下 切 ト イ レ M 浴 室 以 茸 面 所 4 玄 関 内 口 玄 関 外 O , 

①0 | 電 話 設 置 因 /1 ヶ 所 

⑪ イ ン タ ー ネ ッ ト A /1 ヶ 所 

⑫ | 火 炎 警 報 器 | 有 /ー ヶ 所 

⑮ | 共 睦 設 備 |TTV ア ン テ ナ ① 有 ( VHF ) / 地 上 デ ジ タ ル 対 応 有 / ` そ の 他 の 設 備 ① 

⑭ | エ レ ペ ー タ ー| 無 基 

⑮ | 駐 車 場 | 有 ( 敷 地 内 /空: 有 /月額 5000 円 ( 内 消 費 税 等 相 当 類 円 ) 

⑮ | 駐 輝 場 | 有 ( 敷 地 内 /空: 有 /月額 0 円 ( 内 消 費 税 等 相 当 顕 円 ) 

⑰ | 専 用 庭 無 / 月 類 円 ( 内 消 費 税 等 相 当 額 円 ) 

備 禾 

( 注 ) 消 費 税 等 相 当 額 と は 、 消 費 税 額 及 び 地 方 消 費 税 額 の 合 計 を い い ま す 。 以 下 同 じ 。 

建 物 賦 倍 用 ⑤⑧ @⑥ 公 益 社 団 法 人 全 国 宗 地 建 物 取 引 業 協 会 連 合 会 ②①.0⑥ 



T 取 引 条 件 に 関 す る 事 項 
① _ 俸 賃 ・ 借 賃 以 外 に 授 受 さ れ る 金 銭 の 額 及 び 授 受 の 目 的 

貝 料 A& ③⑦.000 [ | T8 :Hsé 3000 円 | 藪 ° 
| ' GrER) | ' @H 0 ヵ 月 ) 

| 37,000 
15,000 内 月 類 0 円 | 神 

| ( 賃 料 ① ヵ 月 ) 

田 言 田 | 田 

貧 料 等 の 支 払 時 期 | 翌 月 分 を 毎 月 未 日 ま で に 貧 料 等 の 支 払 方 法 | 口 持 参 切 振 込 O 口 座 引 葉 

ニ ン グ 費 用 ③③. 000 円 を 契 約 時 に お 支 払 い い た だ き ま す 。 
貝科振込の際は お 名 前 の 前 に 【 ご 自 分 の 部 屋 番 号 】 を 入 力 し て く だ さ い 。 

② _ 契 約 の 解 除 に 関 す る 事 項 
四 資 料 を ( ② ) ヵ 月 以 上 滞 納 し た 場 合 は 、 催 君 の う え 、 相 当 期 間 経 遅 し た の ち に 契 約 を 解 除 さ れ る こ と が あ り ま す 。 

U 倍 主 は 、 貰 主 に 対 し て 少 な く と も (30 ) 日 前 に 甲 入 れ を 行 う こ と に よ り 、 契 約 を 解 除 す る こ と が で き ま す 。 

U 倍 主 が 、 別 燻 契 約 書 ( 案 ) 第 ⑧ ) 条 に 該 当 し た と き 、 契 約 を 解 除 さ れ る こ と が あ り ま す 。 

ロ 

※ 定 期 借 家 契 約 の 場 合 の 中 途 解 約 に つ い て は 後 記 `⑥ 定 期 借 家 契 約 の 場 合 」) の と お り で す 。 

③ _ 損 害 賠 償 額 の 予 定 又 は 違 約 金 に 関 す る 事 項 

定 め 以 無 ・ 口 有 ( ) 

④ _ 支 払 金 又 は 預 り 金 の 保 全 措 置 の 概 要 

保 全 授 置 を 請 ず る か ど う か | 請 じ ま せ ん ・ 口 謄 じ ま す ( 保 全 授 置 を 行 う 機 関 : ) 

⑤ _ 契 約 の 種 類 ・ 期 間 ・ 更 新 等 に 関 す る 事 項 

種 類 | 一 般 俸 寧 契 約 

期 間 | 令 和 O & O A OO 日 か ら 令 和 O 年 O A O 日 ま で ( ② 年 月 間 ) 

目 畠 物 低 の 鎖 | 切 令 和 O 年 O A OO A 
等 引 津 時 期 | 口 未 宇 

切 一 般 信 家 契 約 で は 更 新 す る こ と が で き ま す ( 貸 主 の 更 新 拒 絶 に 正 当 事 由 が あ る と き は 更 新 で き ま せ ん )。 

口 定 期 倍 寧 契 約 は 更 新 の な い 信 家 契 約 で 期 間 の 満 了 に よ り 終 了 し ま す ( 合 意 に よ り 再 品 約 す る こ と は で き ま す )、 

更 新 

7 賃 貪 俗 契 約 更 新 の 際 に は 、 倍 主 は 、 腑 キ ャ ン パ ス に 賃 貸 借 契 約 更 新 の 手 続 き を 委 託 し 、 更 新 事 務 手 数 料 を 支 
払 う こ と と す る 。 

備 考 
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⑥ _ 定 期 借 家 契 約 の 場 合 
建 物 賃 貰 信 契 約 の 種 類 | 屈 住 用 

契 約 の 方 式 | 公 正 証 書 に : 口 し ま せ ん 。 口 し ま す 。 一 公 正 証 書 の 費 用 負 担 : 

物 賃 貸 借 哲 約 を 締 結 す る も の で あ る の で 、 令 和 年 

及 び 第 ②⑧ 条 の 規 定 に よ る 更 新 な く し て 終 了 し ま す 。 

口 本 契 約 は 、 期 間 ① 年 以 上 で あ る の で 、 貧 主 か ら 期 

貧 賦 倍 終 了 通 知 が な い 場 合 に は 、 借 主 

ま で 本 件 建 物 を 契 約 期 間 中 と 同 一 条 件 で 賃 倍 す る こ と が で き ま す 。 
契 約 の 内 家 

口 本 件 建 物 に つ い て 俗 地 倍 寧 法 ( 以 下 ` 法 」 と い う 。) 第 ③ 条 に 定 め る 契 約 の 向 新 の な い 定 期 建 

日 に 本 契 約 は 、 法 第 ②⑥ 条 

了 の ① 年 か ら ⑥ ヵ 月 前 ま で に 定 期 廷 物 

か ら 同 通 知 が あ っ た 日 か ら ⑥ ヵ 月 を 経 退 し た 日 

` 中 途 解 約 l 

口 中 途 解 約 権 の 内 容 に 

口 本 契 約 は 、 

介 護 そ 

賛 信 は 、 解 約 の 甲 入 れ の 日 か ら ① ヵ 月 を 経 過 す る こ と に よ っ て 終 了 し ま す 。 

い て は 、 別 燕 契 約 書 ( 案 ) 第 条 の と お り で す 。 

顧 ⑳0f 未 満 の 居 住 用 目 的 で あ る た め 、 倍 主 に お い て 、 転 勤 、 癌 荒 、 親 族 の 

や む を 得 な い 事 情 に よ り 、 建 物 の 倍 主 が 建 物 を 自 己 の 生 活 の 本 拠 と し て 価 用 す る 

ご と が 困 難 と な っ た と き は 解 約 の 甲 入 れ を す る こ と が で き ま す 。 こ の 場 合 に お い て は 、 建 物 の 貨 

⑦ _ 用 途 そ の 他 の 利 用 の 制 限 に 関 す る 事 項 

用 途 制 限 | 住 居 専 用 ( 

切 華 止 又 は 副 限 さ れ る 行 為 に つ い て は 、 初 燗 契 約 書 ( 案 ) 策 条 の と お り で す 。 

仁 ペ ッ ト の 飯 育 ( 

v ピ ア ノ の 使 用 ( 

A そ の 他 規 約 等 の 定 め ( 石 油 ス ト ー ブ 使 用 属 煙 

利 用 の 制 限 

⑧ _ 敷 金 等 の 清 算 に 関 す る 事 項 
敷 金 は 、 お 預 か り し て い ま せ ん 。 

⑨ _ 管 理 の 委 託 先 
氏 名 ( 商 号 又 は 名 勒 ) 

取 引 対 象 物 会 が 区 ・ TEL 
分 所 有 廻 物 の 場 | 住 所 ( ま た る 事 務 所 の 所 城 
合 、 そ の 建 物 一 棟 [ マ ン シ ョ ン の 管 理 の 適 正 化 の 推 
の 管 理 の 如 託 先 週 に 関 す る 抵 佳 」 に よ る 登 録 叛 | 国 土 ) 笠 口 

け て い る 場 合 は そ の 番 号 
R 向 ( 商 一 又 は 向 称 ) 

・ 株 式 会 社 キ ャ ン パ ス TEL 0④②-③⑦⑥ー④③④① 
住 所 ( キ ま た る 事 務 所 の 所 在 地 ) 

氏 名 村 野 軍 

貝 主 等 が 取 引 象 e 貫 貧 不 動 産 経 営 管 理 士 登 録 番 号 ( ④①⑥①⑤ ) 
部 分 の 管 理 を 委 訣 津 ( 一 社 類 貰 不 動 産 経 営 管 理 一 協 謙 会 の 認 定 資 格 で あ る 貴 貰 不 動 産 経 営 筍 e AR ERE AR OR LN TH SR TRAR S ERL 0L 

` 貴 賀 住 宅 管 理 蒋 務 等 の 適 正 化 
に 関 す る 法 律 」 に よ る 登 録 を 受 け | 国 土 交 通 大 臣 ( ) 第 
て い る 場 合 は そ の 番 号 

( 一 社 ) 全 国 賞 貴 一 動 産 管 理 楊 協 
会 会 員 の 場 合 は そ の 会 員 番 号 
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10 建 物 敷 地 が 借 地 の 場 合 ( 詳 当 ロ す る ・ ロ し な い ) 

H 萱 閻 属 R . 

倫 老 

I そ の 他 の 事 項 
① _ 添 付 書 類 
7 ①。 賃 貸 信 契 約 書 ( 案 口 e 
T ② 途 師 保 証 人 の 印 綱 証 明 書 ロ ヵ 
切 ③。 入 居 者 本 人 の 身 分 証 明 書 ( 運 転 免 許 証 ・ 学 生 証 等 ) | 口 ⑧. 
7 ④。 契 約 金 明 細 書 ロ s 

口 ⑤ 口 ①0. 

② _ そ の 他 

頭 書 宅 地 建 物 取 引 士 か ら 宅 地 建 物 取 引 土 証 の 提 示 が あ り 、 重 要 事 項 説 明 書 を 受 領 し 、 以 上 の 重 要 事 項 に つ い て 説 明 を 受 
け ま し た 。 

令 和 O 年 O 月 O 日 

俵 主 ( 住 所 ) 

( 民 名 ) @ 
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